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教
職
員
の
長
時
間
労
働
が
社
会

問
題
に
な
っ
て
い
る
。
国
が

２
０
１
６
年
に
実
施
し
た
実
態
調
査
で

は
、
中
学
校
で
57
・
７
％
、
小
学
校
で

33
・
４
％
の
教
員
が
過
労
死
ラ
イ
ン
を

超
え
て
働
い
て
い
る
。
国
も
よ
う
や
く

「
教
職
員
の
長
時
間
勤
務
の
早
急
な
是

正
」
の
た
め
緊
急
対
策
を
提
案
し
、
そ

の
提
案
に
基
づ
き
、
道
や
町
で
も
「
学

校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
ア
ク
シ
ョ

ン
・
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
た
。
教
職
員

の
過
重
労
働
の
改
善
は
、
本
人
の
健
康

管
理
上
は
も
ち
ろ
ん
、
ゆ
と
り
の
あ
る

行
き
届
い
た
教
育
を
子
供
た
ち
に
保
障

す
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ン
達
成
の
カ
ギ
は
、
教
職
員
の

定
数
増
、
学
校
業
務
の
負
担
軽
減
の
具

体
化
、
30
人
以
下
学
級
の
実
現
が
欠
か

せ
な
い
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
ど
う
取
り

組
む
の
か
、
次
の
点
を
伺
う
。

(1)
幕
別
町
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
の
進

捗
状
況
は
。

(2)
教
職
員
１
人
当
た
り
の
勤
務
時
間
の

実
態
は
。

(3)
非
正
規
職
員
の
人
数
と
割
合
は
。

(4)
持
ち
時
間
の
上
限
を
定
め
定
数
増
を
。

(5)
学
校
業
務
の
削
減
を
。

(6)
時
間
外
勤
務
手
当
や
休
日
勤
務
手
当

の
支
給
を
国
に
求
め
る
こ
と
は
。

(7)
国
に
30
人
以
下
学
級
の
実
現
を
求
め

る
こ
と
は
。(1)

①
部
活
動
休
養
日
で
は
、

毎
週
１
日
以
上
の
定
期
的
な
休
養
日
の

設
定
、
月
１
日
以
上
の
休
養
日
を
土
・

日
ま
た
は
祝
日
に
設
定
し
、
全
て
の
学

校
で
設
定
ど
お
り
に
実
施
さ
れ
る
見
込

み
。
②
定
時
退
勤
日
で
は
、
各
学
校
で

月
２
回
以
上
と
な
る
よ
う
設
定
さ
れ
、

勤
務
時
間
を
意
識
し
た
働
き
方
が
広
ま

り
つ
つ
あ
る
。
③
学
校
閉
庁
日
で
は
、

夏
季
休
業
期
間
内
で
３
日
間
、
年
末
年

始
の
休
日
６
日
間
が
全
校
で
実
施
さ

れ
、
年
間
９
日
以
上
と
な
っ
た
。
④
変

形
労
働
時
間
制
で
は
、
修
学
旅
行
等
の

引
率
業
務
な
ど
、
対
象
11
業
務
に
従
事

す
る
場
合
、
当
該
業
務
を
行
う
週
を
含

む
４
週
の
期
間
を
平
均
し
、
１
週
間
当

た
り
の
勤
務
時
間
が
38
時
間
45
分
と
な

る
よ
う
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
弾
力

的
に
行
う
も
の
で
、
全
て
の
小
中
学
校

で
活
用
さ
れ
て
い
る
。
⑤
勤
務
時
間
が

週
60
時
間
を
超
え
る
教
員
を
ゼ
ロ
と
す

る
目
標
で
は
、
そ
の
達
成
に
向
け
勤
怠

管
理
方
法
を
検
討
し
て
お
り
、
道
で
試

行
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
検
討
結
果
や

他
市
町
村
の
取
組
事
例
を
参
考
に
、
校

長
会
や
教
頭
会
等
、
関
係
者
と
十
分
に

協
議
を
し
な
が
ら
方
策
を
考
え
て
い
く
。

(2)
北
海
道
教
育
委
員
会
が
平
成
28
年
度

に
実
施
し
た
調
査
で
は
、
１
週
間
当
た

り
の
勤
務
時
間
が
60
時
間
を
超
え
る
者

の
割
合
が
、
小
学
校
23
・
４
％
、
中
学

校
46
・
９
％
で
あ
っ
た
。
本
町
も
こ
の

調
査
結
果
と
同
様
の
傾
向
に
あ
る
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

(3)
非
正
規
職

員
の
人
数
と

割
合
は
下
表

の
と
お
り
。

(4)
児
童
生
徒

数
や
学
級
数

な
ど
、
道
が

定
め
る
「
小

学
校
及
び
中

学
校
の
県
費

負
担
教
職
員

定
数
配
置
基

準
」
に
よ
り
、
各
小
中
学
校
に
教
職
員

が
配
置
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
学
習
指
導

要
領
に
定
め
ら
れ
て
い
る
各
教
科
の
授

業
時
数
に
基
づ
き
授
業
を
実
施
し
て
い

る
。
教
員
が
児
童
生
徒
と
向
き
合
う
時

間
を
確
保
し
、
学
校
に
お
け
る
教
育
活

動
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
に
も
、
国

の
新
た
な
教
職
員
定
数
の
改
善
を
求
め

る
な
ど
、
引
き
続
き
、
十
勝
管
内
教
育

委
員
会
連
絡
協
議
会
な
ど
、
関
係
機
関

を
通
し
て
道
に
要
望
す
る
と
と
も
に
国

へ
働
き
か
け
て
い
き
た
い
。

(5)
町
独
自
の
施
策
と
し
て
、
小
中
学
校

へ
の
特
別
支
援
教
育
支
援
員
等
の
配

置
、
学
校
体
育
授
業
支
援
事
業
を
実
施

す
る
な
ど
、
学
校
業
務
の
削
減
や
教
職

員
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
取
組
を
継

続
的
に
実
施
し
て
い
る
。
今
後
も
学
校

現
場
の
実
態
を
把
握
し
な
が
ら
、
学
校

業
務
の
削
減
に
努
め
る
。

(6)
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
で
は
、
教

師
の
勤
務
時
間
制
度
改
革
と
し
て
、「
給

特
法
の
今
後
の
在
り
方
」
や
「
１
年
単

位
の
変
形
労
働
時
間
制
の
導
入
」
な
ど

が
検
討
項
目
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
。

今
後
も
、
国
の
動
向
を
注
視
し
た
い
。

(7)
国
が
教
育
予
算
を
拡
充
し
、
教
職
員

定
数
の
充
実
も
含
め
た
教
育
条
件
の
整

備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
子
供
た
ち

の
豊
か
な
学
び
に
も
つ
な
が
る
。
関
係

機
関
を
通
し
て
、
引
き
続
き
道
に
要
望

す
る
と
と
も
に
国
へ
の
働
き
か
け
を
訴

え
た
い
。

答問
教
育
委
員
会
連
絡
協
議
会
な
ど
通
し
、
北
海
道

へ
の
要
望
と
国
へ
の
働
き
か
け
を
訴
え
る

教
職
員
の
定
数
増
や
30
人
以
下
学
級
を
実
現
す
る

こ
と
で
過
重
労
働
の
見
直
し
を

問

教
育
長

【町内小中学校の正規・非正規職員の状況】

中橋　友子 議員
（日本共産党
幕別町議員団）

平成 30 年
５月１日現在

正規
職員

非正規職員
合計

非正規
職員割合
(％ )道費職員　町費職員

小学校 153 人 9 人 42 人 204 人 25.0

中学校 97 人 9 人 10 人 116 人 16.4

合計 250 人 18 人 52 人 320 人 21.9


